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1.レジ袋（持ち手あり）
・ 「マチ」の角を引っ張る

レジ袋の持ち手の付け根あたりにある「マチ」の部分を、左右に少し強く引っ張ります。
すると、中心部分に小さな三角形や段差の角がピョコッと浮き出てくるので、そこをつま
めば簡単に開きます。
2.ロール式のポリ袋
・ 手のひらでこする

指先ではなく、 手のひらで袋を挟んでスライドさせてみてください。指先より
も接地面積が広く摩擦が起きやすいため、密着した袋の口がズレて隙間が生まれます。
・ 冷蔵品・冷凍品の結露を使う

豆腐、肉、冷凍食品などのパックの表面についている水分（結露）に指をちょんと触れ
させるのが一番手っ取り早い方法です。わずかな湿り気で滑り止めになり、すぐに口が開
きます。
・ 冷蔵品に密着させてずらす

ロール式のポリ袋などは、牛乳パックや 冷えたトレー商品などの上に袋をピタッ
と押し当ててから、手のひらでゆっくりスライドさせると摩擦で開きやすくなります。

手が乾燥して
いるとき、
スーパーの袋
が開かないと
焦りますよね。
指を濡らさな
くても、ちょっ
としたコツで
パッと開ける
ことができま
す。

現状 （生活面）面倒（ストレス）⇒ コツ（裏ワザ）⇒簡単⇒時短
（仕事面）確認（ストレス）⇒ コツ（効率化）⇒時短⇒成果（能率UP） 業務効率UP

※成果
時間短縮
業務効率
知識の共有

（例）手が乾燥してスーパーの袋が開かないとき

１.研修目的（日常生活のコツをイメージし、確認するポイントを覚えて基本動作（業務改善）に取り組む）
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保税担当者

保税業務処理のポイント⇒日々確認すべきこと！
• 在庫確認「IWS」等、長期蔵置貨物（搬出登録漏れ）「G10」⇒定期的に複数人で確認していますか？
• 「貨物表示」（さし札）⇒通達に基づき「必要項目」を記載していますか？
• 管理資料⇒取出日を決めて複数人で確認（目視、計算式）していますか？
• マニュアル保税台帳のポイント（未記帳防止）⇒通達に基づき「必要項目」を記載していますか？

内部監査人

内部監査のポイント⇒長期蔵置貨物、記帳誤り等があることを見逃さない
• 現場のプロセス（手順・過程等）を伝えることを意識して内部監査報告書を作成する。

⇒「聞き取り」のみでなく、書類・データも確認してその確認過程を監査報告書に記載。
• 見るべきところをしっかり確認して見逃さなければ、新人、ベテラン等の経験は関係なし！

現場作業員

誤搬出、積み残し防止⇒作業員（業務委託者）へ社内研修「回覧」等⇒ミス防止
• 搬出入時は、貨物番号等を複数人で確認する。⇒確認不足防止
• 確認不足や思い込みのまま、作業をした場合、大きなミスにつながる。

⇒疑問点は、思い込みで作業を続けることなく、一旦作業を止めて確認することが大事。
・ 作業手順書の確認⇒作業手順書と現場作業の流れは一致していますか？

⇒見直し（改善内容）を行っていますか？

１.研修目的（保税業務処理の基本動作（確認ポイント）について）
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・ IWS業務（貨物在庫状況照会）【海上貨物】
「貨物在庫状況照会」業務（業務コード：ＩＷＳ）によって、保税地域単位に蔵置中の貨物またはコンテナ

の在庫状況を照会することができます。
本業務で在庫状況（許可、未許可等）の確認ができるほか、搬入年月日が表示されますので、
・輸出の場合：ＮＡＣＣＳへの搬出業務の登録漏れ
・輸入の場合：長期蔵置貨物の把握 等にも活用することができます。

また、保管するマニュアル台帳と対査確認することにより、マニュアル台帳の記帳漏れ・誤記帳の防止
に役立てることができます。
≪参考≫ ＮＡＣＣＳ掲示板、ＮＡＣＣＳ業務仕様・関連資料、業務仕様書 「ＩＷＳ 貨物在庫状況照会」
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２.在庫確認（IWS業務（貨物在庫状況照会）



保税地域コード入力

自動入力

※確認ポイント
・ 搬入日に注目⇒長期蔵置貨物？
・ データと現物貨物が一致してる？

在庫貨物の詳細情報を確認
・ IWSは、定期的に確認日を決めて確認すること。
・ 現状把握及び今後の処理スケジュール等を社内で共有

ブランクの場合は、
TTL:全体情報が表示

２．在庫確認 IWS業務⇒ICG業務（確認するポイント）
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未
通関貨物
・搬出確
認登録が

必
要な貨物等
を絞り込ん
で

確
認す
る場合
に入力する。

NACCS

入力
画面左

「入力
項目ガイド」を参
照し

て入力

E：蔵入承認済貨物
NACCS保税地域
コード（全体版）
「ＩＳ後貨物管理」
に「○」が入力され
ている保税地域で
あれば確認できる。

←（記号番号が紫色の場合）右クリック⇒業務リンク可

・ 在庫件数が多い保税地域は、絞り込ん
で確認する方が現状把握しやすい。

NACCS掲示板
照会業務資料



２．在庫確認 IWS業務⇒BOB（搬出確認登録）漏れに注意！

B 照会種別のＢの利用目的
①輸出貨物の在庫状況確認
②輸入蔵置貨物の許可状況確認
対象の保税蔵置場に蔵置中のコンテナ詰め
されていない貨物情報を出力
（コンテナ詰めされた貨物は照合不可）

IC
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・ 赤字はBOB（搬出確認登録）が必要なコードです
長期に滞留した情報は搬出入台帳に記帳がされていない貨物になります。
この場合、ＮＡＣＣＳ登録が不十分なため、電磁的記録台帳が記帳漏れとなります。

・ BOB登録せずに放置すると長期蔵置貨物になります
1か月以上蔵置されている貨物は、G10 長期蔵置貨物情報(SBS1900)
に出力されます。



質問１
在庫照会業務（IWS、
IWI）を⾏っている。

質問２
確認時期を定めて定
期的に⾏っている。

質問３
複数人で確認
している。

はい

質問４
印刷して保存
している。

⻑期在庫貨物の把握
搬出漏れの有無確認
等ができている。

⻑期在庫貨物の把握
搬出漏れの有無確認
等ができていない。

確認時期を定めて定
期的に⾏わないと、
忘れる場合がある。

い
い
え

い
い
え

い
い
え

担当者一人で確認し
た場合は、確認漏れ
等のリスクがある。

月１回分でも印刷して保存しておけば、
内部監査時にも確認が可能となるため、
未処理貨物等の早期発⾒が可能となる。

い
い
え

在
庫
確
認

はい はい はい

・外国貨物又は輸出しよ
うとする貨物には、積載
船（機）名、品名、個数、
数量及び搬⼊年月⽇の表
示を付けて、区分蔵置す
る。

蔵置方法 関基34の2-6

２．在庫確認（はい いいえ チャート）
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※貨物表示
（さし札）に必
要な表示があ
りますか？

※長期蔵置貨物は、
今後の処理予定を追記・
把握して社内で共有する。
（担当者任せにしないこと） 関税法基本通達



管
理
資
料

い
い
え

質問３
複数人で確認
している。

はい

質問４
計算式を用いて確認

している。(G01,02,05)
はい

管理資料の取出し
⼊⼒内容の確認
等ができている。

担当者一人で確認し
た場合は、
確認漏れ等のリスク
がある。

計算式を用いて注）計算結果を数
字で表示すると、「⻄暦の⼊⼒誤
り」が発⾒できる。
⇒誤記帳は税関窓口へ申し出する
こと。

・マニュアル保税台
帳は、関税法施⾏令
第２９条の２に定め
られた項目が保税台
帳に記帳されている
か確認すること。

い
い
え

裏⾯「内部監査」「まとめ」確認チャート

い
い
え

注）計算結果
を「○」又は
「OK」で表示
した場合、マ
イナスの場合
は発⾒できて
も、大きな数
字で表示され
た⼊⼒誤りに
気づけないの
で改善が必要。

はい

メインデータ
及びバックアッ
プデータを別媒
体に分けて保存。

い
い
え

質問１
管理資料の取出し漏
れはありませんか︖

管理資料の取得漏れ
は保税台帳の未記帳
になる場合がありま
す。

質問２
確認時期を定めて定
期的に⾏っている。

確認時期を定めて定
期的に⾏わないと、
忘れる場合がある。
担当者の⻑期休暇や
異動後等に注意︕

はい

３．管理資料（はい いいえ チャート）
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関税法施行令



番号 管理資料情報名 出⼒コード 周期 配信
G01 輸⼊貨物搬出⼊データ SBS1400 週報 月曜
G02 輸出貨物搬出⼊データ SBT0200 週報 火曜
G05 貨物取扱等一覧データ SBS1700 週報 火曜
T19 航空輸⼊貨物搬出⼊データ ABS6900 ⽇報
T20 航空輸⼊貨物取扱等一覧データ SBS7000 ⽇報
S13 航空輸出貨物取扱等一覧データ ABT6300 ⽇報
S14 航空輸出貨物搬出⼊データ ABT6400 ⽇報

海上

航空

記帳義務（帳簿保存） NACCS管理資料（CSVファイル）
管理資料の取出し漏れはありませんか？

管理資料の取得漏れは保税台帳の未記帳になる場合があります。
取得漏れがないよう複数人で確認する等、適正な管理が必要です。

３．管理資料
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Q1:管理資料の取出し状況の確認
A1:取出しチェック表で確認している。◎
Q2:管理資料の中身のデータの確認は？
A2:目視で確認している。

注意：データ表示のセルが狭くエラー表示のまま印刷して保存している。△
（事後確認が困難）

A2:G01、G02は、計算式で確認している。
⇒G05の確認ができていない。
注意： G05⇒西暦の入力ミスが多い！

Ｑ3:G10:長期蔵置貨物情報を見ていますか？
A3:該当貨物が無いので見ていない。（思い込み）搬出漏れに気付けない）×
⇒該当がないことも含めて毎月確認・共有することが大事！（見逃さないこと！）
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３．管理資料（保税業務検査時の確認項目⇒注意点！）



３．管理資料（計算式を使った確認方法：輸入SBS1400（G01）テンプレート作成方法）
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3．管理資料 SBS1900(G10:長期蔵置貨物情報)
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SBS1900

・ 長期蔵置（未許可）となっている理由、搬出登録漏れが無いか等の確認を行い
今後の予定を営業担当者等に確認し、早期搬出処理ができるように情報共有しておくこと！

4M:4か月以上5か月未満 5M：5か月以上6か月未満 6M:6か月以上

蔵置貨物が輸出許可済、積戻し許可済、当該保税地域以外 へ蔵入・移入・総保入・展示等承認済、
または差止貨物に 対して輸入許可済等の場合は「＊」を出力

＊

G10:長期蔵置貨物情報は、保税管理資料保存サービスの対象外のため、
毎月２日（月報）に管理資料の取出しが必要です。

見るべき
データ
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関税法第34条の２（記帳義務）
保税地域（保税工場及び保税展示場を除く。）において貨物を管理する者は、 その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設け、 政令で定める事項を記載しなけれ

ばならない。
関税法施行令第29条の２（記帳義務）

法第34条の２（記帳義務）に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

※関税法施行令第29条の２（記帳義務）第4項（備考欄に「〇」が付されている項目）
第1項第3号から第6号までに定める事項の記載は、指定保税地域等において貨物を管理するものが、

これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを、所要の事項を追記した上、保管することによって、代えることができる。

備考記帳すべき事項関税法施行令第29条の2
・当該貨物の記号、番号、品名及び数量 ・搬入年月日
・当該貨物が外国から本邦に到着した後当該指定保税地域等に初めて入れられたものであるときは、
積載船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日（当該貨物が保税運送により当該指定保
税地域等に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。）

第1項第1号（搬入）
外国貨物（輸出しようとする貨物を含む。）を指定保税地域又は保税

蔵置場（以下この項及び第４項において「指定保税地域等」という。）に
入れた場合

・当該貨物の記号、番号、品名及び数量 ・当該行為の種類、内容及び年月日
・当該行為により貨物の記号、番号又は数量に変更があったときはその変更の内容

第1項第2号（貨物の取扱い）
外国貨物（輸出しようとする貨物を含む。）の取扱い

（内容点検・改装、仕分け等）を行った場合

〇・当該承認又は指定の年月日及びその承認書又は指定書の番号
第1項第3号（保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認）

法第43条の３第1項（保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認）に
規定する承認又は指定を受けた場合

〇・当該貨物の記号、番号、品名及び数量
・当該許可の年月日及びその許可書の番号

第1項第4号（輸入許可）
法第67条（輸出又は輸入の許可）の規定による輸入の許可を受けた

場合

〇・当該貨物の記号、番号、品名及び数量
当該承認の年月日及びその承認書の番号

第1項第5号（輸入の許可前における貨物の引取りの承認）
法第73条第1項（輸入の許可前における貨物の引取りの承認）の規

定による承認を受けた場合

〇・当該貨物の記号、番号、品名及び数量 ・当該許可に係る期間及び持ち出し先
・当該一時持ち出しの年月日

第1項第6号（見本の一時持ち出し）
法第32条（見本の一時持ち出し）の規定による許可を受けて指定保

税地域等から外国貨物を見本として一時持ち出した場合
・当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その出した年月日
・当該貨物を当該指定保税保税地域等から出すことにつき必要とされる許可又は承認年月日及びその
許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとす
る船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日

第１項第7号（搬出）
指定保税地域等から外国貨物を出した場合（前号の場合を除く。）

４．記帳義務 マニュアル台帳に記載しているか確認（関係法令を確認して「未記帳」を未然に防ぐことがポイント！）



【ポイント】「具体的内容欄」に以下の記載例を参考に内部監査を行い記入することで可否の判断ができます。（確認時期は、毎週（火）、月末、月初等を記入する。）
・貨物表示は、積載船（機）名、品名、個数、数量及び搬入年月日を表示し、区分蔵置している。・在庫確認は、確認時期を定めてIWS等を印刷し複数人で確認している。
・社内教育は、業務委託者等にも回覧方式（直近の実施月、人数等）にて実施している。・管理資料は、確認時期を定めて複数人で（目視で又は計算式で）確認している。

内
部
監
査

質問１
保税非違、事故（誤
搬出等）が発生した
後の改善状況を確認
している。

質問２
前回、保税業務検査
において「指摘、指
導、教示」等があっ
た内容について確認
している。

質問３
⻑期蔵置貨物は、
「G10」「IWS」
等を⾒て確認してい
る。

質問４
社内研修及び業務委
託者への研修結果を
記録して保存してい
る。

はい はい はい

⻑期蔵置貨物は、
「G10、T15」及び
内部監査⽇の
「IWS、IWI」等を
実際に⾒て確認し、
⻑期在庫貨物の把握が
出来ているか等、
「具体的内容欄」に記
載する。

保税非違、事故（誤
搬出等）を発生させ
ないため、研修資料
等を「回覧」でもよ
いので実施し、実施
時期、研修内容等を
「具体的内容欄」に
記載する。

い
い
え

い
い
え

「指摘、指導、
教示」等の改善状況
を確認して、「具体
的内容欄」に記載す
る。

い
い
え

質問5
社内管理規定に
「帳簿の概要（保
存方法を含む）」
が規定されている。

はい

2025年４月１⽇より、
電磁的記録による保税
台帳の保存に係る関税
法基本通達を改正し、
事前の届出から社内管
理規定に規定すること
に変更されました。

適正な内部
監査ができ
ている。はい

保税非違、事故（誤
搬出等）の改善状況
を確認して、改善策
どおり改善されてい
るかについて、「具
体的内容欄」に記載
する。

ＣＰ・手順書
の⾒直しにつ
いても社内で
検討する。

い
い
え

工事届等が正しく
提出されているか
確認。

保税地域の利用状
況から増減を検討。

い
い
え

必要に
応じて
ICG、
IAW

等貨物
情報照
会する。

5．内部監査のポイント（はい いいえ チャート）
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税関関係手数料
（税関HP）



５.内部監査のポイント（心構え・手法）

心の独立性が重要
・独立した視点でチェックすること
・内部監査の目的は、「ミスを責めること」ではなく、会社全体がより安全で良い状態を保つために、
改善のポイントを見つけること

・心の中で独立性を保ち、公平な目で見ることがとても重要

監査人としての心構え

基本的な監査手法
①質問

単純な「はい」 「いいえ」でない回答を導き出す
あらかじめ質問内容をリストアップ（事前準備）

②閲覧
規定、マニュアルを読み内容を理解、ルールの存在を確認（事前準備）

③照合
一致すべきデーターを突合させ整合性を確認・台帳と関係書類の突合・
担当者の交代時、特異事例の発生時は特に注意

④観察
現場に赴き、実際の作業内容、設備等の状況・存在を確認

15



【内部監査における責任者の立場】

16

（現状）
・内部監査人が総合責任者等に報告する内容は、「〇」や「問題
なし」で報告しても、現場の業務・確認内容が伝わらない。
（例：「長期蔵置貨物なし⇒「〇」確認内容が「不明」？）
⇒総合責任者等が具体的内容欄を見るだけで確認した内容が
分かるように記入することがポイント。
・聞き取りのみでは、ミスを見逃すおそれがある！
（改善例）
・どの書類（データ）を、どう確認して、どういう結果だったので
問題なしとか、
⇒現場がどのような「プロセス（手順・過程等）を行っているの
かを具体的に伝える」ことを意識して分かりやすく簡潔に記載
する。
（例：監査期間中の毎月のG10データを確認した結果、3Mの
長期蔵置貨物（●件）があったが全て蔵置期間の延長申請をし
ていることを確認した。
⇒「〇」確認内容が「明確」であり見落としも無いことが確認で
きる。 ）

５.内部監査のポイント（現場のプロセスを伝えることを意識する）

長期蔵置貨物の実績が無い保税地域の場合、G10データまで確認し
ていないことが多い。（大丈夫と思い込み）
⇒「実績がない」ことを内部監査人自ら監査期間中の毎月のデータま
で見て確認することがポイント
（※予備調査として事前提出させて確認することも可能）



1月
なし

2月
1M

3月
2M

4月
3M

5月
なし

6月
なし

7月
1M

8月
2M

9月
3M

10月
なし

12月
なし

11月
なし

延長申請

輸
入
通
関

5.内部監査のポイント（内部監査対象期間中の全てのデータを確認）
長期蔵置貨物G10

確認イメージ

※注意
例）直近３ヶ月分をスポットで見てもダメ！

内部監査対象期間
1月～12月

※注意
保税担当者は毎月確認、内部監査人は、内部監査対象
期間中の全てのデータを確認しないと長期蔵置貨物が
あったことを見逃すおそれがある。

17

指定保税地域の場合は、
長期蔵置貨物報告書を
提出していますか？

搬入から３か月を超え
ないように手続きをす
ること！

延長申請済？
要確認！

（理由・予定含む）

延⻑申請



5.内部監査のポイント（参考：CSVファイルを一覧表形式にして確認する方法）

1. 事前準備：取り込みたいCSVファイルを「G01」、「Ｇ０２」、「G05」、「G10」等同じCSVファ
イル毎に名前を付けてデスクトップ等の専用フォルダにまとめます。

2. フォルダの選択
・空のエクセルの「データ」タブを開きます。
・「データの取得」⇒「ファイルから」⇒「フォルダーから」を選択します。

3. フォルダパスの指定
・対象フォルダを選択し、「開く」をクリックします。

4. データの結合
・ファイル一覧が表示されたら、画面下部の「結合」ボタンから「データの結合と変換」を選択し
ます。
・「サンプルファイル」から「実績があるファイル（データがある様式に基づき全データが一覧表
形式で作成されるため）」を選択しプレビュー画面でファイルの内容を確認し、「OK」を押すと
全データが１つのテーブルとしてインポートされます。

5. 左上の「閉じて読み込む」フロッピーディスクのボタン⇒一覧表形式で表示されるので内容
を確認する。

6. 確認方法：①フィルターボタンで西暦に異常（未来の西暦を入力等）が無いかを確認
②一覧表の右端に搬出入年月日を確認する計算式を入力 等
③長期蔵置貨物の有無（G10）

7. 必要に応じて名前を付けて保存

複数のCSVファイルを一括インポートする手順

CSVファイルを一覧表形式にまとめて確認する。⇒時間短縮⇒業務改善

18

csv

csv

csv

csv



•確認時期を定めて確認

•複数人で確認

•計算式で確認⇒誤記帳発⾒

•業務委託者等にも資料回覧
⇒気づき、事故防止

•時期を定めてIWS等確認

•複数人で確認

• IWS等を印刷保存⇒内部監査時
⻑期蔵置貨物確認⇒早期発⾒

•指導、教示内容等の改善状況
を「具体的内容欄」に記⼊
G10、IWS等を実際に⾒て
確認し記⼊する

内部

監査

在庫

確認

管理

資料

社内

教育

ま
と
め
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まとめ

保税蔵置場等非違事例
（神戸税関HP保税手続き等）

外国貨物の誤搬出
（保税Tips Vol.2）
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（別添③）

保税業務処理 基本動作チェックリスト 
 

実施⽇︓      年    月   ⽇  保税地域コード︓              実施者︓ 
在庫照会・確認業務 

チェック項目 実施状況 備考 

IWS・IWI を使用して在庫照会を⾏っている □はい □いいえ NACCS 貨物在庫状況照会 

確認時期を定めて定期的に実施している □はい □いいえ 確認時期を決めて実施 

複数人で確認している □はい □いいえ 確認漏れ防止 

IWS 等を印刷して保存している □はい □いいえ 内部監査時に確認可能 

管理資料等の確認 

チェック項目 実施状況 備考 

確認時期を定めて定期的に実施している □はい □いいえ 毎週月、火曜、月初め 等 

管理資料を複数人で確認している □はい □いいえ 目視又は計算式使用 

計算式を用いて確認している（G01, G02, G05 等） □はい □いいえ 誤記帳（⻄暦等）の発⾒に有効 

計算結果を数字で表示している □はい □いいえ 「OK」等表示は未来の⻄暦誤りに注意 

ﾏﾆｭｱﾙ保税台帳に関税法施⾏令第 29 条の 2 の 

項目が記帳されている 

□はい □いいえ ﾏﾆｭｱﾙ保税台帳に必要項目が記

載されているか確認 
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貨物表示・蔵置方法 

チェック項目 実施状況 備考 

貨物に「積載船（機）名、品名、個数、数量、 

搬⼊年月⽇」を表示している 

□はい □いいえ 関基 34 の 2-6 に準拠 

区分蔵置を実施している □はい □いいえ  

保税⾯積、エリアを把握している □はい □いいえ 再確認及び再認識が必要 

社内教育・研修 

チェック項目 実施状況 備考 

業務委託者等にも教育を実施している □はい □いいえ 回覧方式等 

研修結果を記録・保存している □はい □いいえ 実施年月⽇・参加者等記録 
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内部監査項目 

チェック項目 実施状況 備考 

保税非違・事故（誤搬出等）の改善状況を確認している □はい □いいえ 改善内容を今後に活かす 

前回の税関監査時に指導等があった項目「指摘・指導・

教示」について、その後の改善状況を確認している 

□はい □いいえ 会社全体で同じミスを繰り返さ

ないよう改善に取り組む 

⻑期蔵置貨物を「G10」「IWS」等で確認している 

⻑期蔵置貨物管理資料（海上 G10）（航空 T15） 

貨物情報照会    （海上 ICG）（航空 IAW） 

□はい □いいえ 内部監査人は、聞き取りのみで

はなく「G10」等は、監査期間

中全てのデータを⾒て確認する

ことが大事 

社内管理規定に管理資料の「帳簿の概要（保存方法含

む）」が規定されている 

□はい □いいえ 2025 年 4 月 1 ⽇の関税法基本

通達改正による記載方法⾒直し 

 

※内部監査対象期間中
に発生した保税業務上
のミス等があれば、改善
状況を確認して記載する。



８．誤搬出（主な原因と影響、改善策）
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誤搬出とは、本来持ち出すべきではない物品や、指示とは異なる物
品を誤って施設の外や別の場所へ運び出してしまうことを指します。
主な原因と影響
原因: 受付窓口担当者を含め、伝票の確認不足、ピッキングミス、作業員同士の
連携不足といったヒューマンエラーが中心です。
影響: コスト増加（返品・再送費用）、在庫のズレ、そして何より
企業としての信頼喪失（荷主が困る）につながります。
改善策
不足をなくす: 受付窓口担当者を含め、伝票の確認不足、ピッキングの確認不足、
作業員同士の連携不足といったヒューマンコミュニケーション不足等を改善し、
企業としての信頼喪失回復を目指す。



書類の貨物番号対査に誤りがあった。⇒確認不足

対査する書類をきちんと整理・整頓すること！
（窓口で確認する書類は皆で置く場所を決めておく等）

搬出の根拠となる許可書・承認書との対査を行うこと！
（社内伝票や荷主からのオーダーとの対査では不確か）

似たような数字・記号のある貨物は複数人数による読み上げ
を行うこと！

誤搬出の原因

8．誤搬出（ヒューマンエラー：事務所窓口・受付時に注意！）

63366

記帳義務違反(関税法第34条の2)
（誤搬出による記帳漏れ）

誤搬出防止対策

B

A

対査確認が
大事！63366

B

A

テレコの
搬出入に
注意！

63336
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さし札の貼り間違いがないよう
番号等の対査確認を徹底すること！
⇒特に似たような外装・品名の貨物は
搬入時にテレコで搬入した事例があるので注意！

番号等をよく確認すること⇒不明な点は、作業を止めて確認する！

似たような外装や荷姿の貨物は近くの場所にできるだけ置
かないように離して蔵置する！

記帳義務違反(関税法第34条の2)
（誤搬出による記帳漏れ）
さし札や区分蔵置等の貨物管理に問題があった。誤搬出の原因と対策

許可済

8．誤搬出（ヒューマンエラー：現場作業員（搬入・搬出時）注意！）

誤搬出防止対策

A

B

B

A
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誤搬出

1.原因

2.改善策

3.手順書
見直し

4.研修

5.内部
監査

1.原因（背景を含め複数面から洗い出す）
・場所：置き場所が紛らわしくなかったか？
・時間：出荷間際の焦り（時間的プレッシャー）はなかったか？
・手順：決まられたチェックをスキップしていなかったか？
・環境：照明が暗い、ラベルの文字が小さいなどの問題はないか？
2.改善策（原因に対する改善策の検討）
・複数人で確認する等
3.手順書の見直し（改善策作成）（誰（役職）が、何を確認する）
⇒作業員がいつでも確認できるように、事務所や休憩場所等への掲示やファイ
ル保管等、見える化して同じミスが発生しないようにすることがポイント

（過去の失敗を今後に活かす）
4.研修（社内研修・共有化）
・改善内容について社内教育、研修を行い共有する。
5.内部監査

改善策どおりの作業が行われているか確認し、具体的内容欄に記入すること。
（ミスを忘れないように振り返り、現場へ確認がどうであったのか等、結果を助
言する等フォローすることも大事。）

26

8．誤搬出（誤搬出の原因を洗い出し、改善策を検討する（同じミスを繰り返さない））



原因
・時間が無い状
況で、出荷しな
ければならな
かった
・貨物管理番号
表示が小さく、
全部の番号を見
ていなかった。
（見にくかった）

改善点
・出荷予定貨物
をまとめて、あ
らかじめ確認し
ておく。
・貨物管理番号
文字を大きく、
色分けして、見
やすくした。

自社での検証
・貨物管理番号
は、文字が大きく
記載されており
既に分かりやすく
なっている。

自社での改善点
貨物管理番号の
「色分け」については、
仕分貨物の場合末尾
のアルファベットのみ
が異なるので、試験
的に末尾のアルファ
ベット部分を赤色ペ
ンでアンダーライン
を引いて強調し見や
すくすることにした。
⇒次回のミーティン
グ時に効果を確認す
る。

ミーティング
↓

貨物管理番号の
確認ミスで誤搬
出した事例共有

↓
気を付けましょう

↓
一歩踏み込んで、
自社での流れ、
問題点は無いか
等を検証する

8．誤搬出（誤搬出防止のためのミーティング）

（例）他の事業所で誤搬出があった事例をテーマにミーティング

工夫している点等
については、改善
例として自社でも
取り入れるか検討
する。
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8．誤搬出（誤搬出の原因、問題点：作業スペースが狭い）
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A

B

A

B

ピッキング作業
（貨物番号等を確認）

確認作業
（ピッキングした貨物を確認）

バンニング作業
（積み残しが無いことを確認）

B

AA A A

B B Ｃ Ｃ

問題点：現状として、確認作業を行うスペースの確保が困難である。

出荷貨物の流れ（イメージ図）



8．誤搬出（改善（例）：PCメモリー増設イメージを参考に作業スペースを増やすイメージ図

・メモリー増設とは、パソ
コンの「作業台に例えら
れるメインメモリー
（RAM）の容量を後から
増やすことを指します。
・作業台が広くなると、
一度に多くの資料を広げ
てスムーズに仕事ができ
るのと同じように、メモ
リーを増設することで
PCの処理速度や安定性
が向上します。
・複数のアプリを同時に
開いても動作が重くなり
にくくなります。

・保税蔵置場の面積を増
減する際は、あらかじめ
最寄りの税関窓口へ相
談して、貨物収容能力増
減等の届（税関様式C第
3160号で行う。
・作業スペースが広くな
ると、一度に多くの貨物
を広げてスムーズに仕事
ができるので処理速度
や確認作業が向上します。
・複数のフォークリフトを
同時に動かすことが可能
となるため作業効率が
UPする。

・8GB：ネット閲覧や事務作業（最低ライン）

・16GB：快適なマルチタスク、軽い写真・動画編集

・32GB以上：本格的な動画編集や最新のPCゲーム

パソコン
メモリー増設

保税蔵置場面積の
増減について
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8．誤搬出（改善（例）：作業スペースを拡大して確認作業をしやすくするイメージ図）
現状（問題点の洗い出し）⇒スペースが狭い⇒非効率
貨物

・ 死角が多い⇒分かりにくい、気が付きにくい
・ 貨物確認しにくい⇒誤搬出リスク大

フォークリフト
・作業がしにくい⇒接触注意（ストレス高）

整理整頓がしにくい 等

保税蔵置場 1,000㎡（１階）＋500㎡（2階）＝ 1,500㎡
1,000㎡以上2,000㎡未満NACCS利用者 月額16,200円⇒許可手数料変更なし

保税蔵置場
1,000㎡

保税蔵置場
1,000㎡

１階

2階 2階

１階

改善策⇒スペースを増やす（２階の保税面積を増やす）⇒効率的
貨物

・ 死角が少ない⇒分かりやすい、気が付きやすい
・ 貨物確認しやすい⇒誤搬出リスク小

フォークリフト
・作業がしやすい⇒接触しにくい（ストレス低）

整理整頓がしやすい 等

保税蔵置場
500㎡（増加）

内貨置場
1,000㎡

内貨置場
500㎡
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現場作業員の意見も
聞いて増減を検討する。



保税担当者

保税業務処理のポイント
在庫確認「IWS」等、長期蔵置貨物（搬出登録漏れ）「G10」⇒定期的に複数人で確認する。
「貨物表示」（さし札）⇒通達に基づき「必要項目」を記載する。
管理資料⇒取出日を決めて複数人で確認（目視、計算式）する。
マニュアル保税台帳のポイント（未記帳防止）⇒通達に基づき「必要項目」を記載する。

内部監査人
内部監査のポイント
・実績が無いことの確認は、聞き取りだけで判断すると担当者の確認ミスに気づくことができない。
・実績が無いことを裏付けるデータを確認して、確信をもって報告することがミスを見逃さないポイント。

現場作業員

誤搬出、積み残しを防ぐポイント
・普段から報告、連絡、相談等コミュニケーションがとれるようミーティングを実施する。
・ヒヤリハットの共有：「間違えそうになった事例」を朝礼などで共有し、対策を全員で考える。
・作業手順書の可視化：誰がやっても同じ精度で作業ができるよう、図解入りの手順書等を現場に掲示（見える化）する。
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研修まとめ（ポイントの整理）

G10csv

G10csv
マニュアル
保税台帳



保税
担当者 窓口 作業員 内部

監査
保税業務

検査

在庫確認(IWS)
（定期的に確認）
管理資料（G10）
（長期蔵置貨物確認）
（搬出登録漏れ）
貨物表示（さし札）
管理資料（計算式）
マニュアル保税台帳
（通達の項目を記載）

研修まとめ（保税業務処理の基本動作、確認項目・注意点について（全体フロー））

番号確認の徹底
複数人で確認

（搬出入時注意！）

書類の整理
・整頓

番号確認の徹底
不審な場合は

窓口に再確認！
（搬出入時、

複数人で確認）
作業確認ミス

に注意！
（誤搬出）

（積み残し）

在庫確認(IWS)
管理資料（G10）
（長期蔵置貨物確認）
（搬出登録漏れ）
貨物表示（さし札）
管理資料（計算式）
マニュアル保税台帳
（通達の項目を記載）
業務委託者への研修
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非違

指摘

指導

教示

確
認
不足

（見逃さな
い）

1234A

1234B

1234A

1234A

コミ
ュニケーション



保税業務社内管理体制組織図（CP図）
・「作成年月日」及び
・「保税地域コード（3ABC１）」を

記入していただけると各税関窓口において、
文書整理・保管
がしやすくなりますので、ご協力方よろしくお願いします。

その他

保税関係書類の提出時について

33



税関窓口申請から⇒NACCS申請に変更⇒時短、経費節減⇒業務改善
汎用申請の流れ

１.必要な税関様式をダウンロード
2.様式に必要事項を入力し保存
3.NACCSで業務コード“HYS”を実施
4.必要項目を入力し、ファイルを添付して送信
5.正常終了後、「汎用申請控情報」が出力される

注意事項
・開庁時間外の事務が必要な手続の場合、事前に税関へ連絡する必要がある。

その他
汎用申請手続について
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① NACCS業務資料
項番24 汎用申請

② NACCS業務資料
【汎用申請】マニュアル

③ NACCS業務資料
汎用申請手続一覧 等



ご清聴ありがとうございました。

最後に

本日の研修内容は、職場の皆さんと共有願います。
35


